
① 作る
※1

② 直す ③ 借りる ④ 泊まる
※2

⑤ 通う

新たに宿舎を
つくる

被災した
既存施設を修繕

既存の
宿泊施設を借上げ

旅館やホテル等
に泊まる

宿泊先から
現場まで長距離

通う

A
◎設置費
◎撤去費

積み上げ

複数者の
見積等により計上

B
◎維持・補修費
労働者送迎費

◎維持・補修費
労働者送迎費

◎借上費
労働者送迎費

◎宿泊費
労働者送迎費 労働者送迎費

C ◎租税公課

D

概要 計上額

募集解散に要する費用
賃金以外の食事　　◎通勤等に要する費用※3

支出実績から
間接費率分を

差し引いて精算

領収書等の
証明書類により

計上

奥能登・中能登地域における災害復旧工事等の間接費の設計変更について

・地域外からの労働者確保が必要な場合は、宿泊等に要する費用を共通仮設費及び現場管理費の設計変更で対応
・被災地域特有の事情により、やむを得ず技術者に係る費用が受注者の負担となっていることが確認されるこ
とから、 技術者に係る費用実績を設計変更で対応

◆労働者及び技術者の宿泊等に要する費用計上項目
◎：技術者にかかる費用について計上可能となった費目
：労働者にかかる費用の計上対象
：技術者にかかる費用の計上対象技

労

営繕費
運搬費
準備費
安全費
など

租税公課
労務管理費
保険料

福利厚生費
など

直接工事費

現場
管理費

共通
仮設費

一般管理費等

※1 設置費、撤去費の積み上げ計上は、共通仮設費（率計上分）に労働者宿舎の設置・撤去費用が含まれている
工種は計上不可 （トンネル工事、コンクリートダム工事、フィルダム工事）

※2 宿舎施設の設置、借上げ、民間アパート賃貸等による宿泊場所の確保が困難でやむを得ない場合に限る
※3 Ｄの技術者に係る通勤等に要する費用は、長距離通勤にかかる燃料費のみを対象とする。

また、Ａ、Ｂ、Ｃの費用を計上する場合は、工事現場近傍での宿泊施設確保を想定していることから、
原則、Ｄの通勤等に要する費用の計上は行わないこととするが、現地事情等によりそれにより難
い場合は、 受発注者で協議を行う。

◆工事費の内訳 ◆計上イメージ
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領収書のでないものは
金額の適正性を証明する

金額計算書など
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